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豚コレラの対応について
 

１ 豚コレラに係る防疫措置 

月日 時間 防疫措置等 

9月 9日 6:00 ・豚コレラ患畜確定 

・発生農場における防疫措置開始 

9月 10日 5:17 ・発生農場における殺処分完了 

（発生後約２３時間） 

9月 11日 0:00 ・発生農場における埋却完了 

（発生後４２時間） 

2:00 ・発生農場における消毒処理完了 

10:30 ・ＪＡぎふ堆肥センター消毒処理等完了 

14:00 ・発生農場における防疫措置完了 

（発生後５６時間） 
※動員：県、市、業界団体等  延べ５００人程度 

※措置完了後、１週間間隔をあけて、畜舎等の消毒処理を２回以上実施 
 
  ・搬出制限区域 解除予定 ９月２９日（土） 

  （防疫措置の完了から１７日経過した後） 

 ・移動制限区域 解除予定 １０月１０日（水） 

  （防疫措置の完了から２８日経過した後） 

 

 

２ 県内農場の感染防止対策 

 ・豚コレラの患畜が確認された農場と同一の堆肥場を使用していた農

場、同一のと畜場を使用していた農場及び同一の獣医師に受診して

いた農場の計 13農場（監視対象農場）について、臨床検査及び抗体

検査を実施し、異常が無いことを確認。 

 ・県内全ての豚及びイノシシの飼養者に対し、飼養頭数、死亡頭数、豚

コレラの可能性を否定できないような状況の有無、健康状態につい

て、県への毎日２回の報告を義務付けるとともに、必要に応じ立入検

査や解剖検査を実施。 

 ・県内農場において、２０日まで豚コレラ発生「なし」。 

 

３ 地元説明会の実施 

 (1) 発生農場（岐阜市岩田地区） 

   ・平成３０年９月 ９日（日）９：１０～ 

   ・平成３０年９月１３日（木）１９：３０～ 

 

平成３０年９月２１日 農政部 
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(2) ＪＡぎふ堆肥センター（岐阜市佐野地区） 

   平成３０年９月１３日（木）１９：３０～ 

(3) 関市食肉センター（と畜場）（関市西田原地区） 

   平成３０年９月１４日（金）※来訪者なく未実施。個別訪問で対応。 

 

４ 監視対象農場における出荷再開 

  ・豚コレラ患畜確定（９月９日）から、と畜場営業及び監視対象農場出

荷の自粛を要請。 

  ・「岐阜県監視対象農場衛生監視プログラム」及び「岐阜県と畜場再開

バイオセキュリティ要件」を策定（農林水産省了承済み）。従来のと

畜場での全頭検査に加え、農場における全頭検査を実施するダブル

チェック体制を確保した上で、９月２１日（金）出荷を再開。 

 

５ 今後の対応 

 (1) 検証 

  ・農場、県、その他関係者の対応について、事実関係を確認しながら

検証を行い、今後の対応を検討、マニュアル等の整備を行う予定。 

  ・第 5回本部員会議で中間報告を実施。 

 

(2) 県産豚肉に対する風評被害対策 

①不安解消の取組み 

   ・豚コレラに対する正しい知識の提供 

    豚コレラは、豚、いのししの病気であり、人に感染することがな

いこと、また、感染豚の肉を摂取しても人体に影響がないことを、

県公式ホームページ等で発信。 
 
  ②県民からの相談対応 

   ・県民の食品に対する不安に対応するため、県下各保健所及び県生

活衛生課内の「食の安全相談窓口」において、県民からの相談に

対応。 

    ※９月２０日 15:00時点対応件数：４５件 
 
  ③県産豚肉の安全ＰＲキャンペーンの実施 

   ・移動制限終了後（防疫措置完了後 28日）、豚肉の試食・販売など

の県産豚肉 PRキャンペーンを行い、ブランド力向上と販売促進

対策を進める。 

      ジ・フーズ（清流の国ぎふ食と農のアンテナショップ） 

      地産地消フェア（10月 20日～11月 4日） 

      農業フェスティバル（10月 27日、28日） 
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６ 野生イノシシに係る豚コレラの発生 

  農林水産省からの通知により、死亡した野生イノシシ及び捕獲した野

生イノシシの感染確認検査を実施。 

  感染した野生イノシシを確保した地点を中心とした半径１０㎞以内の

区域の全ての豚及びイノシシの飼養農場への立入検査を実施。 

 また、当該飼養農場に対し、感染した野生イノシシを確保した場所の消

毒終了後、28日間、毎日の定期報告を実施。 

 

  ○遺伝子検査により豚コレラ感染が判明した死亡イノシシ 

月日 場 所 成幼の別・頭数 

9月14日 岐阜市打越地内 成獣 １頭 

9月16日 岐阜市大洞地内 幼獣 １頭 

9月19日 岐阜市打越地内 成獣 １頭 

9月19日 岐阜市城田寺地内 幼獣 １頭 

9月19日 岐阜市椿洞地内 幼獣 １頭 

  ※死亡または捕獲した４７頭中５頭が陽性反応 

 

＜対 応＞ 

 ①野生イノシシの感染拡大防止策の実施 

  県内全ての養豚場及びイノシシ飼養農場において侵入防止柵の設置

を支援 

   内 容：畜舎の周囲に設置する「電気柵」を県から貸与 

       ※県から岐阜県養豚協会を通じて各農場等に貸与 

   時 期：平成３０年９月２１日～ 

   事業費：７，０００千円 
 
 ②豚コレラ拡散防止対策検討会の開催 

   内 容：豚コレラに感染した野生イノシシが続発しているこ

とを受け、感染拡大防止に向け、専門家及び関係課に

よる検討会を開催。 

   開催日：平成３０年９月２０日（木） 

 


